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実施方法

新
規
に
申
請
を
す
る

■
助
成
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。

【
対
象
者
】　

　

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
、
親
が
い
な

い
た
め
親
に
代
わ
っ
て
そ
の
子
ど
も
を

育
て
て
い
る
養
育
者
家
庭
、
ま
た
は
父

（
母
）
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
家
庭
。

※
18
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
（
障
害
20
歳
未
満
）
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
家
庭
で
、
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。

【
助
成
内
容
】　

　

保
険
診
療
に
か
か
る
一
部
負
担
金
。

※
高
額
療
養
費
、
附
加
給
付
金
、
自
己

負
担
金
を
除
く
。

【
自
己
負
担
金
】

■
通
院
…
医
療
機
関
ご
と
１
か
月
に
つ

き
千
円
ま
で

■
入
院
…
１
日
に
つ
き
千
二
百
円

※
市
町
村
民
税
非
課
税
者
に
つ
い
て
は

免
除
さ
れ
ま
す
。

※
学
校
に
お
け
る
ケ
ガ
に
つ
い
て
は
、

治
癒
ま
で
に
か
か
っ
た
費
用
（
薬
局
調

〈
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
助
成
〉

町
で
は
、
母
子
・
父
子
家
庭
等
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
皆
さ
ん
が
病

気
や
ケ
ガ
で
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
、
そ
の
医
療
費
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
は
決
し
て
許
さ
れ

な
い
人
権
侵
害
で
す

　

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
）
と
は
、
夫
婦
間
や
恋
人
（
過

去
に
あ
っ
た
関
係
も
含
む
）
な
ど
親
密

な
間
柄
で
行
わ
れ
る
暴
力
行
為
の
こ
と

で
す
。

　

暴
力
の
形
態
に
は
、
身
体
的
暴
力
・

精
神
的
暴
力
・
性
的
暴
力
・
経
済
的
暴

力
・
子
ど
も
を
利
用
し
た
暴
力
が
あ
り

ま
す
。
Ｄ
Ｖ
は
、
大
人
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、
近
年
で
は
高
校
生
や
大
学
生

な
ど
若
い
世
代
の
恋
人
た
ち
の
間
で
相

手
を
殴
っ
た
り
、
無
理
や
り
言
う
こ
と

を
聞
か
せ
た
り
す
る
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

「
わ
た
し
ら
し
い
、
わ
た
し
」
で
あ

る
た
め
、
勇
気
を
出
し
て
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
Ｄ
Ｖ
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い

人
権
侵
害
で
す
。

　

あ
な
た
は
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
…

み
よ
し
女
性
相
談（
予
約
制
）

面
接
ま
た
は
電
話
相
談　

　

女
性
の
視
点
に
立
っ
た
悩
み
・
困
り

ご
と
に
応
じ
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
（
※
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
三

芳
町
に
地
縁
は
な
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

は
厳
守
し
ま
す
）

（
例
）
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
夫
婦
間
、

家
族
の
こ
と
・
自
分
の
生
き
方
・
心
身

の
不
安
・
職
場
や
地
域
の
人
間
関
係
等

P
毎
月
第
２
・
４
金
曜
日
午
前
11
時
か

ら
午
後
３
時
30
分

Q
役
場
１
階　

住
民
相
談
室

S
無
料　

一
人
50
分　

【
相
談
員
】
専

門
の
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

U
総
務
課
人
権
推
進
係
（
H 
404
・
405
）

F
（
２
７
４
）
１
０
５
５

女
性
の
た
め
の

　
　
　
　

法
律
講
座

第
１
回　

11
月
９
日

「
知
っ
て
お
き

た
い
夫
婦
の
法
律
知
識
（
離
婚
等
）
」

第
２
回　

11
月
16
日

「
知
っ
て
お
き

た
い
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
の
法
律
知
識
」

第
３
回　

11
月
30
日

「
知
っ
て
お
き

た
い
介
護
に
ま
つ
わ
る
法
律
知
識
」

※
い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
正
午
ま
で

Q
第
１
回
、
３
回
＝
さ
い
た
ま
共
済
会

館
・
第
２
回
＝
埼
玉
会
館

V
一
般
埼
玉
県
民
（
女
性
）
S
無
料

U
各
回
の
前
日
ま
で
に
電
話
予
約
。
定

員
に
達
し
次
第
締
切

Z
埼
玉
弁
護
士
会 


048
（
７
１
０
）

５
６
６
６

剤
分
含
む
）
が
千
五
百
円
以
上
の
場
合

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

（
学
校
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
）

◆
申
請
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
ど
も

支
援
課
児
童
福
祉
係
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

更
新
の
申
請
を
す
る

■
現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

受
給
者
証
の
有
効
期
間
が
１
月
〜
12

月
の
た
め
、
毎
年
11
月
に
更
新
手
続
き

に
必
要
な
受
給
資
格
の
確
認
を
行
っ
て

い
ま
す
。
該
当
さ
れ
る
人
に
は
提
出
書

類
等
を
郵
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
23
年
度
（
平
成
22
年

分
）
所
得
が
未
申
告
の
方
は
、
審
査
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
至
急
、
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
（
８
月
の
児
童
扶
養
手

当
現
況
届
が
済
ん
で
い
る
人
は
、
手
続

き
は
不
要
で
す
。
）

Z
こ
ど
も
支
援
課
児
童
福
祉
係

（
H 

165
）
F
（
２
７
４
）
１
０
５
１

申
請
を
お
忘
れ
な
く
！

　

10
月
分
か
ら
の
子
ど
も
手
当
を
受
け

取
る
に
は
、
支
給
対
象
と
な
る
か
審
査
し

ま
す
。
こ
れ
ま
で
受
給
し
て
い
た
人
も
含

め
、
対
象
の
お
子
さ
ん
を
持
つ
人
は
必
ず

認
定
請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
該
当
者
に
は
10
月
下
旬
に
郵
送
し
て

い
ま
す
）
な
お
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
に
申
請

申
請
方
法
は
？

【
提
出
書
類
】

※
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
に
申
請

●
認
定
請
求
書
（
こ
ど
も
支
援
課
に
あ

り
ま
す
）

●
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
コ
ピ
ー

ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書
（
国
民
年
金

以
外
の
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
）

●
振
込
先
口
座
通
帳
の
コ
ピ
ー
（
請
求

者
本
人
の
名
義
の
も
の
）

●
印
鑑

支
払
時
期
は
？

　

平
成
23
年
10
月
〜
平
成
24
年
１
月
分

は
２
月
に
支
給
。
平
成
24
年
２
月
・
３

月
分
は
６
月
に
支
給
。

※
２
月
の
支
給
を
受
け
る
に
は
１
月
６

〈
10
月
か
ら
『
子
ど
も
手
当
』
が
変
わ
り
ま
し
た
〉

こ
れ
ま
で
子
ど
も
手
当
を
受
け
取
っ
て
い
た
人
も
含
め
、
皆
さ
ん
申
請
が
必
要
で
す
。

日

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
額
は
？

　

平
成
23
年
10
月
分
〜
平
成
24
年
３
月

分
ま
で
の
月
額
は
次
の
表
の
と
お
り
で

す
。
※
平
成
24
年
４
月
以
降
の
支
給
額

は
未
定
で
す
。

経
過
措
置
が
あ
り
ま
す

　

原
則
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
と

な
り
ま
す
が
、
平
成
24
年
３
月
31
日
ま

で
に
受
け
付
け
た
も
の
に
限
り
、
特
例

的
に
平
成
23
年
10
月
に
遡
っ
て
支
給
さ

〈
新
規
事
業
の
採
択
に
つ
い
て
〉

平
成
24
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
新
規
事
業
の
採
択
過
程

を
公
開
し
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

【
目
的
】

　

限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
ど
の
事
業

を
採
択
し
、
ど
の
事
業
を
採
択
し
な
い

か
と
い
う
判
断
は
、
健
全
な
財
政
運
営

の
推
進
を
図
る
う
え
で
、
慎
重
に
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
業
の
目
的
や
必

要
性
、
事
業
費
を
明
ら
か
に
し
、
住
民

の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
す
る
こ
と

で
、
透
明
性
の
あ
る
事
業
採
択
を
実
施

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

【
意
見
募
集
方
法
】

●
募
集
期
間
…
11
月
７
日

〜
18
日


●
募
集
方
法
…
予
算
編
成
意
見
提
出
用

紙
を
政
策
秘
書
室
ま
で
、
メ
ー
ル
・
持

参
・
郵
送
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。

※
公
表
資
料
、
予
算
編
成
意
見
提
出
用

紙
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま

す
。
ま
た
、
政
策
秘
書
室
窓
口
（
役
場

４
階
）
で
も
配
布
し
ま
す
。

れ
ま
す
。
そ
れ
以
後
は
申
請
月
の
翌
月

か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
変
更
点

・ 

子
ど
も
の
国
内
居
住
要
件
（
留
学
中

の
場
合
等
を
除
く
）

・ 

児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場

合
は
施
設
の
設
置
者
に
支
給

・ 

未
成
年
後
見
人
や
父
母
指
定
者
（
父

母
等
が
海
外
に
い
る
場
合
の
み
）
も

要
件
を
満
た
せ
ば
支
給

・ 

離
婚
協
議
中
の
別
居
の
場
合
は
子
ど

も
と
同
居
し
て
い
る
人
に
支
給
。
単

身
赴
任
等
は
重
た
る
生
計
維
持
者
が

受
給
者

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

以
下
の
人
は
３
月
ま
で
に
申
請
し
て

も
遡
り
支
給
で
き
ま
せ
ん
。
転
出
予
定

日
、
出
生
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
15

日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
10
月
以
降
に
町
に
転
入
し
た
人

●
10
月
以
降
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
人

Z
こ
ど
も
支
援
課
児
童
福
祉
係

（
H 

167
）
F
（
２
７
４
）
１
０
５
１

※
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

支給対象年齢 支給月額

０歳～３歳未満 15,000円（一律）

３歳～小学校修了前
10,000円（第１子・第２子）
15,000円（第３子以降）

中学生 10,000円（一律）

■10月からの支給月額

Z
政
策
秘
書
室
政
策
推
進
係

（
H 

422
・
423
）

F
（
２
７
４
）
１
０
５
４

Step1

事業概要
の公開

町で優先度を付したう
えで、事業の目的・予
想される成果・事業費
などを公開

Step4

新規事業
の採択

最終的な採択は、議会
による予算議決をもっ
て決定

Step3

町の
方針公開

公募により集まった意
見を参考に、町の方針
を公開

Step2

意見募集

公開された、各新規事
業の採択・不採択につ
いて意見を募集

気づこう！
被害者の心の声

ＤＶ
「わたしらしい、わたし」

であるために

こども

こども

募  集

相談員の声

心理カウンセラー（相談員）
中川 浩子さん

気軽に相談に来てください。
心が落ち着きますよ。

　最近の相談は、30代から40代の夫婦関係、

離婚関係の相談が増えています。しかしまだ、自
分では大したことがないと思っていたり、こんな
ことで相談なんて、と遠慮をする人が多いです。
警察が対応して初めて自分が「ＤＶ」を受けて
いるのだと自覚する場合もあります。
　相談員と会話をしたり、相談するだけでも心
が落ち着きます。ひとりで悩みを抱えず、気軽
にご相談ください。

みよし女性相談

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク
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